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愛知県介護員養成研修事業者指定事務処理要領一部改正 新旧対照表 

新 旧 

愛知県介護員養成研修事業者指定事務処理要領 

 

（趣旨） 

第１～第１０ 略 

（講義を通信の方法で行う場合） 

第１１ 講義を通信の方法で行う場合は、受講者が学習にあたって講義と同等の効果が得られるよう添削指

導等を行うものとする。 

２ 添削指導にあたっては、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。 

（１）～（３） 略 

（４）あらかじめ合格点を設定し、受講者に配布する受講要領の中で周知するとともに、これに満たない場

合は、再度課題を課して合格点に達するまで指導を徹底すること。 

（５）添削済み答案を送付の際には、模範回答及び解説集を添付すること。 

（６）質問用紙を用意し、受講者の疑問に対し、電話、ファクシミリ、メールなど、複数の方法で要件該当

講師によりすみやかに回答できるようにすること。 

３ 略 

（科目の免除及び修了者とみなす者） 

第１２～第２０ 略 

 

 

附 則 略 

 附 則 

この要領は、令和６年２月１日から施行する。 

 

別紙１－１～１－３ 略 
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別紙１－４ 

３. 介護の基本（４時間） 

（１）到達目標・評価の基準 略 

（２）内容例 

指導の視点 略 

内容 

１. 介護職の役割、専門性と多職種との連携 

 （１） 介護環境の特徴の理解 略 

 （２） 介護の専門性 

  ○重度化防止・遅延化の視点、○利用者主体の支援姿勢、○自立した生活を支え

るための援助、○根拠のある介護、○チームケアの重要性、○事務所内のチーム 

 （３） 介護に関わる職種 略 

２ 介護職の職業倫理～４. 介護職の安全 略 

 

 

別紙２－１ 略 

 

別紙２－２（別表） 

別紙３～７－２ 略 
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